
  

 

令 和 ２ 年 ３ 月 ２ ５ 日 

大臣官房官庁営繕部整備課 

 

建築設計業務の働き方改革を推進 

～「働き方改革に配慮した建築設計業務委託のためのガイドライン」を作成～ 

 

国土交通省官庁営繕部では、令和元年６月の「公共工事の品質確保の促進に関する法律」

の改正を踏まえ、建築設計業務の受注者の働き方改革を後押しするため、発注者として留

意すべき事項をとりまとめた「働き方改革に配慮した建築設計業務委託のためのガイドラ

イン」を新たに作成し、本日付で地方支分部局に通知しました。 

 

○令和元年６月に「公共工事の品質確保の促進に関する法律」（平成 17 年法律第 18 号）

が改正され、建築設計業務を含む「調査等」が法律の対象として位置づけられるととも

に、働き方改革の推進に対応する見直しが行われました。 

 

○これを踏まえ、国土交通省官庁営繕部では、建築設計三会※との意見交換を経て、建築

設計業務の発注者が、受注者の働き方改革に配慮した委託業務を実施するために留意す

べき事項を、このたび新たにガイドラインとしてとりまとめました。 
※（公社）日本建築士会連合会、（一社）日本建築士事務所協会連合会、（公社）日本建築家協会 

 

○主な内容は次のとおりです。 

 ①適正な履行期間の設定 

 ②手戻り防止のための設計業務プロセス管理 

 ③業務環境の改善と生産性向上 

 ④履行時期の平準化と適切な業務発注 

 

○国土交通省では、このような取組が広く普及するよう、公共建築の発注者に対しても積

極的に情報提供を行っていく予定です。 

 

＜添付資料＞ 

別添：働き方改革に配慮した建築設計業務委託のためのガイドライン 

  参考資料：品確法改正を受けた官庁営繕事業に係る設計業務等の取組 

 

 

【問い合わせ先】 国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課 代表：03-5253-8111 

安齊（内線23433）、福田（内線23434） 直通：03-5253-8240、FAX：03-5253-1544 


